
第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

市町村名 八雲町
所属名 保健福祉課
担当者名 小池克明

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

区分 現状と課題 第８期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

八雲町
①自立支援・介
護予防・重度化

防止

介護予防の取組は、行政主体の介護
予防教室が中心であったが、第７期
において、町民の自主的な活動の育
成を目指し、八雲地域では「いきい
き百歳体操」を活用した地区支援を
行い10か所の実施か所が出来た。
熊石地域では住民主体となって各地
区の会館や空き店舗、自宅を会場に
茶話会や運動の実践、レクゲームな
ど多様な集いの場「地域サロン」が8
か所できて活動している。
第7期においてある程度の成果は出て
いるもののコロナ禍もあり、実施か
所の休止や新たな実施などが困難と
なっている。

住民主体の通いの場の充実
や新設に向けた取組

・住民主体の通いの場の実施地区
　（R３）　　（R４）　　　（R５）
　22地区　　24地区　　26地区

・住民主体の通いの場の実施地区
（R３実績：八雲地域10地区、熊石地域8地区）
（R４実績：八雲地域14地区、熊石地域11か所）
（R５実績：八雲地域14か所、熊石地域11か所）

◎
コロナも落ち着いたことで継続して活動している。新規
の通いの場も出来、今後も継続して支援を行っていく。

八雲町
①自立支援・介
護予防・重度化

防止

介護予防の取組は、行政主体の介護
予防教室が中心であったが、第７期
において、町民の自主的な活動の育
成を目指し、八雲地域では「いきい
き百歳体操」を活用した地区支援を
行い10か所の実施か所が出来た。
熊石地域では住民主体となって各地
区の会館や空き店舗、自宅を会場に
茶話会や運動の実践、レクゲームな
ど多様な集いの場「地域サロン」が8
か所できて活動している。
第7期においてある程度の成果は出て
いるもののコロナ禍もあり、実施か
所の休止や新たな実施などが困難と
なっている。

地域における介護予防の取
組の強化

・短期集中予防サービスの実施回数
　（R３）　　（R４）　　（R５）
　　15回　　15回　　15回
・地域リハビリテーション専門職の介入回
数
　（R３）　　（R４）　　（R５）
　　25回　　30回　　35回

・短期集中予防サービスの実施回数
（R３実績：八雲地域2回、熊石地域12回）
（R４実績：八雲地域1回、熊石地域19回）
（R５実績：八雲地域4回、熊石地域21回）
・リハビリテーション専門職の介入回数
（R3実績：八雲地域８回、熊石地域37回）
（R4実績：八雲地域３回、熊石地域22回）
（R5実績：八雲地域９回、熊石地域24回）

◎

熊石地域では、住民主体の通いの場において、リハビリ
専門職が、フレイル予防講話や体力評価を行い、フレイ
ル把握や介護予防の知識の普及を行った。またケアマネ
ジャーへの同行訪問を通じ、ケアプランについて、リハ
ビリ専門職の助言をいただき自立支援や介護予防の強化
を図った。
八雲地域では、通いの場へのリハビリ専門職の介入や短
期集中予防サービスの実施も例年よりも増え、自立支援
に向けた介護予防の強化を図ることが出来た。

八雲町
①自立支援・介
護予防・重度化

防止

地域ケア会議は地域包括ケアシステ
ムの実現のための有効なツールとさ
れており、八雲地域、熊石地域それ
ぞれの圏域で、地域ケア会議の５つ
の機能のうち、「個別課題の解
決」、「地域包括支援ネットワーク
の構築」、「地域課題の発見」機能
を目的とした会議を開催している。
しかし「地域づくり・資源開発」、
「政策の形成」機能を目的とした会
議は開催出来ていない。

地域ケア会議の推進

・地域ケア会議の開催回数
　（R３）　（R４）　（R５）
　　24回　　24回　　24回
・個別事例検討件数
（R３）　（R４）　（R５）
　18件　　18件　　18件

・地域ケア会議の開催回数
（R３実績：八雲地域８回、熊石地域７回）
（R４実績：八雲地域８回、熊石地域10回）
（R５実績：八雲地域11回、熊石地域12回）
・個別事例検討件数
（R３実績：八雲地域４件、熊石地域11件）
（R４実績：八雲地域３件、熊石地域15件）
（R５実績：八雲地域６件、熊石地域17件）

◎

熊石地域は予定どおり毎月実施し、フレイルの事例や要
支援、要介護の事例検討を行い、自立支援や重症化防止
を図ることが出来た。
八雲地域では、概ね予定どおり実施出来たが、事例検討
において、自立支援に向けた検討や地域課題の抽出が十
分ではなかった。

八雲町
①自立支援・介
護予防・重度化
防止

高齢者の身体的、精神的及び社会的
な特性を踏まえて、高齢者一人ひと
りに対して、きめ細かな支援を行う
ため、個別的支援及び通い場等への
積極的関与を行う必要がある。

・通いの場1ヶ所につき年に
２回を目安に健康教育・健
康相談を実施し、フレイル
予防の普及啓発を行う。
・通いの場や健診の場など
において、後期高齢者の質
問票を実施し、状況把握を
行う。
・健康状態不明者の対象者
を早期に抽出し、対象者を
訪問することで、必要な
サービスや事業、医療に結
び付ける。

健康状態が不明の方への訪問実施率
　令和３年度　　　60％
　令和４年度　　　70％
　令和５年度　　　80％

通いの場における健康相談実施個所数
　令和３年度　　　8個所
　令和４年度　　　10個所
　令和５年度　　　12個所

健康状態が不明の方への訪問実施率
　令和３年度　63%（対象者72人中実施者45人）
　令和４年度　86%（対象者14人中実施者12人）
　令和５年度　76%（対象者46人中実施者35人）

通いの場における健康相談実施箇所数
　令和３年度　　6箇所
　令和４年度　10箇所
　令和５年度　　8箇所

△

・健康状態が不明な方へは今後も訪問し、健康状態の確
認や必要時サービスや医療等に繋ぐ等の支援を行う（対
象者の死亡・転出等もあるため、80％の実施を目指す）
・通いの場での健康相談については、参加者の重複を避
けたこともあり８箇所の実施となった。次期計画では、
フレイル予防に限らずこころの健康も含めた健康教室・
相談を計画する（１０箇所の実施を目指す）

八雲町 ②給付適正化

介護給付適正化は介護保険の信頼性
を高めるとともに介護給付費や介護
保険料の増大を抑制することを通じ
て、持続可能な介護保険制度を構築
することを目的としている。
介護給付や予防給付を必要とする受
給者を適切に認定し、受給者が真に
必要とするサービスを事業者がルー
ルに従って適正に提供するよう促す
ことが必要である。

①要介護認定の適正化
②ケアプランの点検
③住宅改修等の点検
④縦覧点検・医療情報との
突合

①訪問調査に関する認定調査状況の内容点
検を全件実施
②町内の全居宅介護支援事業所が作成した
ケアプランの点検（計画期間中に全事業所
を実施）
③住宅改修施行後の現地確認及び利用状況
等を確認。福祉用具購入・貸与者への訪問
による使用状況の確認
④国民健康健康保険団体連合会への業務委
託による全件実施

①R3・R4・R5　全件実施
②R3・R4・R5　2事業所のケアプランを点検
③R3  住宅改修の利用状況を全件確認済み。 福
祉用具購入・貸与者への訪問は実施できず
   R4・R5　 住宅改修の利用状況を全件確認済
み。 福祉用具購入者への訪問を実施
④R3・R4・R5　点検・突合とも全件実施

○

福祉用具購入・貸与者への訪問確認に関するルールを設
定し、令和４年度以降購入者に対しての訪問を行い、使
用状況を確認を実施した。
その他の事業についても、計画通り実施できており、今
後も継続して適正化を進めていく。

第８期介護保険事業計画に記載の内容 R５年度（年度末実績）
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